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原告による平成 31年 4月 21日 執行の砂川市議会議 員選挙 における当選

人高田浩子の当選の効力に関す る審査の申立てに対 し,被告が令和 2年 7月 1

7日 付けで行つた原告の審査の申立てを棄却する旨の裁決を取 り消す。

前項の選挙における当選人高田浩子の当選を無効 とする。

訴訟費用の うち,補助参加によつて生 じた費用は被告補助参加人の負担 とし
,

その余の費用は被告の負担 とする。



事 実 及 び 理 由

第 1 請求

主文 1項 , 2項 と同旨

第 2 事案の概要

原告は,平成 31年 4月 21日 執行の北海道砂川市議会議員選挙 (以 下 「本

件選挙 |と い う。)の選挙人,候補者であつた。被告補助参加人は,本件選挙

|、:お いて当選人 となった。原告は,被告に対 し,被告補助参加人の当選の効力

に関す る審査を申 し立て,被告は,令和 2年 7月 17日 付 けで, これを棄却す

る旨の裁決を行つた。

原告は,被告補助参加人は本件選挙前引き続 き 3か月以上同市の区域内に住

「す千を有 してお らず (公職選挙法 9条 2項),本 件選挙における被選挙権を有 tン

ていないか ら (同 法 ]0条 1項 5号),被 告補助参加人の当選は無効であると

主張する。

本件は,原 告が,①被告による上記裁決の取消 しと,②本件選挙における当

選人被告補助参加人の当選を無効 とすることを求める事案である。

1 前提事実 (争 いがない事実並びに証拠及び弁論の全趣 旨により容易に認める

ことができる事実 )

(1)当 事者等

ア 原告は北海道砂川市の住民である。原告は本件選挙における候補者であ

つた (甲 1)。

イ 被告補助参加 人は本件選挙における候補者であった (甲 1)。

(2)本 件選挙

本件選挙は,平成 31年 4月 21日 に執行 された。その結果,被告補助参

加人等が当選人 となった。

(3)不 用R申 立て

ア ,(告 は,令和元年 5月 7日 ,秒川市選挙管理委 員会に対 tン ,本件選挙に



「ク

(4)

ア

おける被告補助参加人の当選の効力に関 して異議 を申 し出た。砂川市選挙

管理委員会は,同年 6月 14日 ,原告に対 し,上記異議 申出を棄却する者

の決定を した。

原告は,令和元年 6月 17日 ,被告に対 し,前記アの決定を取 り消 し
,

本件選挙における当選 人被告補助参加人の当選 を無効 とす る旨の裁決 を

求めて審査を申 し立てた。被告は,令和 2年 7月 17日 ,原告に対 し, L

記審査の申立てを棄却す る旨の裁決をした。

原告は,同 年 8月 12日 ,当 裁判所に対 し,本件訴 えを提起 した。

被告補助参カロ人の住所に関連する事実

被告補助参加人は,平成 30年 12月 3日 ,北海道砂川市役所に対 し,

同月 1日 に北海道深川市多度志所在の市営住宅 (以 下「前住所地」とい う。)

か に)北海道砂川市空知太東 1条 3「
‐
目 3番 15号所在 のク リア砂川 20

2号室 (以 下 「本件住所地」とい う。)に転入 した旨の,住民基本台帳法

上の転入届を提出 した (乙 2)。

被告補助参加人は,前記アの頃,郵便局に対 し,北海道深川市 4条 5番

地 28号所在のセラー ノ 108号 室 (以 下「深川市のアパー ト」とい う。)

を新住所 として届け出た (乙 1)。

深川市教育委員会は,平成 31年 3月 頃,被告補助参加人名義による区

城外就学申請書 (以 下 「本件申請書」 とい う。)の提出を受けた。本件 申

請書には,「住民登録居住地」欄に本件住所地,「現住所地」欄に深川 市

のアパー ト,「 就学希望期間」欄 に同年 4月 1日 ～令和 2年 3月 31日
)

「理由」欄に 「保護者 (申 請者)高 田浩子が勤務地変更により,砂川市ヘ

転居cl「 深川市内 (現 住所地)に私 (保護者)と 子の生活拠点を置き ,

現在通学する同校への就学の継続 をお願い します。」といつた記載がある。

「ク

(甲 19資料 29,乙 4)

争′点



被告補助参加人は平成 31年 1月 21日 ～同年 4月 21日 の間 (以 下 「本件

期間 |と い う。)本件住所地に住所 (公 職選挙法 10条 1項 5号 , 9条 2項 )

を有 tメ(い たか。

当事者の主張

(被告 )

(1)被 告補助参加人は,平成 30年 12月 20日 か え),本件住所地における生

活を開始 した。

(2)被 告補助参加人は,本件期間中)次 のとお り,本件住所地を生活の本拠 と

して活動 した。

すなわ′),被告補助参加人は,社会福祉法人多度志保育会が保有する北海

道深川市所在の施設において勤務 していたが,平成 30年 12月 以降,勤務

日数は減少 した。他方,被告補助参加人は,本件選挙の期 日まで連 日,北海

道砂川市内において,政治活動や )日 本共産党砂川市委 員会の委員 として相

談活動等 を行 っていた。

(3)(後記 (原告)(3)に 対 し)原告が主張する各事情は,上記 (2)と 矛盾 t/な

い
c,

ア 電気・水道・ガス (LPガ ス,プ ロパンガスのこと。以下同 じ。)。 灯

油の使用状況

(,′ )被告補助参加 人は,離婚前に元夫から電気・ガス等を無駄遣い してい

るとして暴力等 を受ける被害に遭い,節制する生活習慣が身に付いてい

た。

被告補助参加人が長期間の京都旅行を し,外食や温、泉を利用 し,複数

のアパー トを賃借 した ことによる支出は,被告補助参加 人及びその二

女・四女に とって必要であ り,普段の生活において節制することと矛盾

しない。複数のアパー トを賃借 したのは,四 女が,北海道深川市内の中

学校に登校 しな くなっていたものの,保健教員 との信頼関係により不定



却1な が ,,通 学 にンている状況にあったため,中 学校の教員か ら,通学先を

変 えない方が良い との助言を得た ことに加 え,四 女が, 中学校進学後 )

被告補助参加人に対 して暴力を振 るうよ うにな り,被告補助参加人の適

応障害の治療に当たる主治医か ら,四 女 と起居 を共にす るのは避けるべ

きであるとの助言を得たことによる。

(イ)被告補助参加人は,選挙に向けた活動 を していたため,本件住所地を

不在 にす ることが多かった。

(ウ )電気使用量に関 t/,本 件住所地に洗濯機 ,冷蔵庫 , レンジ,炊飯器 ,

テ レビ等の家電製品を備 え付けてお らず ,解 明器具 もLEDス タン ドラ

イ ト等を使用 していた。

(工)水道使斥量に関 し,入浴については,本件住所地で入浴する場合は少

量のお湯で済ませ ,勤務先 (西 英寺)で入浴 した り,温泉 1協子くこと t)

あった。洗濯については,本件住所地の浴槽 に少量のお湯を張って行つ

た。排泄については,買 物の際にするな ど して本件住所地の トイ レを使

用 しないよ うに していた。なお,検針値 が零立カ メー トルであっても ,

水道使用量が 1立 方メー トルに満たないことを示すにす ざず,水道を全

く使用 していないとは限 らない。

(オ)ガ ス使用量に関 し,朝食は勤務先 (西英寺)や支援者か らもらった物

で済ませた。昼食は 日本共産党秒川市委員会の事務所や外食で済ませ る

ことが多かったti夕 食は基本的に摂 デ)ず ,勤務先 (西 英寺)で 済ませた

り,ユ i女 ・四女 との外食で済 ませることt)あ つた。

(力 )灯油使用量に関 し, 日当た りの良好 な場所で生活 し,厚着をした り,

布団を被った りして寒 さに対応 していた。

イ 深川市のアパー トを生活ブ)本拠 とにャていないこと

!1女 ・四女が深川 市のアパー トにおいて生活 していたのは,前記ア (ア )

のような老、要性があったことに加 え,二女が京都の龍谷大学大学院に在籍



していた ものの,平成 30年 12月 ～平成 31年 3月 の期間は時間的余裕

があ り四女 と共に生活 してその世話をす ることができ,二1女 が LTl女 の世話

をす ることができない ときは,北海道赤平市に居住す る被告補助参加人の

弟夫婦が四女の世話をしてくれていたか らである。被告補助参加人が, ユ

女 。四女 と共に深川市のアパー トにおいて生活 していた といえるよ うな事

情はない。

ウ 本件 中請書

本件 中請書は被告補助参加人の弟が深川市教育委 員会事務局職員と協議

tン て作成 tン たoしたがつて,本件 申請書に被告補助参力11人 の現住所地が深

川市のアパー トでありそこが生活拠点である旨の記載があつても,被告補

助参加人の生活の本拠が深川市のアパー トであるとはいえない。

ユ 肩書住所地への転居                 F

被告補助参加人が本件選挙後に他の住居に転居 した とにシて tぅ ,ま た,本

件住所地に長期の滞在 を予定 していなかつた としても,本件期間中,本件

住所地が生活の本拠であつたことを否定す る理由にはならない。

(被告補助参加人 )

被告の主張を援用するc

(原告 )

(1)(前記 (被告)(1)に 対 し)否認する。

(2)(前 記 (被 告)(2)に 対 し)否認 tン ,争 う。被告補助参加 人は,本件住所

地を生活の本拠 として活動 したとはいえない。

すなわち,被告補助参加人は,勤務 日数は減少 したものの,北海道深川市

所在の施設での勤務を継続 していた。被告補助参加人の北海道砂川市内にお

|す る政治活動等 を裏付けるのに十分な資料はない。そもそ t♪ ,同 市における

活動 日数が増加 したことをもつて直 らに生活の本拠 が同市に移 つたとい う

二ともできない。



(3)次 の とお り,被告補助参加人は本件住所地を生活の本拠 とに/て いない。

ア 電気 。水道 ,ガ ス・灯油の使用状況

本件住所地における平成 31年 1月 ～同年 4月 の水道 。灯油の使用量は

ほとん どなく,電気・ガスの使用量はごく少量であつた。 1月 ～ 4月 とい

う厳冬期に,電気 。水道・ガス・灯油を上記の程度 しか使用 tン ないとい う

生活は,不 自然である。 これに対 し,深川市のアパー トにおけるこれ え)ダ )

使用量には,不 自然な点は見 られない。

被告は,本件住所地におけるこれ ら,の使用量が少ないのは被告補助参加

人が節制に努めていたか らであ り,本件住所地が生活の本拠であることと

矛盾 しない と主張する (前記 (被告)(3)ア (ア))。 しか し,被告補助参加

人は,長期間の京都旅行 ,外食,温泉の利用 ,複数の建物賃貸借契約の締

結 といったことを 1ン てお り,こ れは節制 と相いれない。被告は,本件住所

地で節制を して生活を したのではな く,本件住所地に住 /ッ でいなかったに

すぎない。

イ 深川市のアパー トに生活の本拠があつたこと

被告補助参カロ人は,本件住所地に洗濯機 ,冷蔵庫, レンジ,炊飯器及び

テ レ tゴ 等の家電製品を備 え付けなかつたのに対 し,深川市のアパー トには

家電等 を備 え付 けていた。

被告補助参加人は,そ の陳述によれば,平成 31年 1月 以後 も,週 に ‐

度は北海道深川 市所在の施設で勤務 し,そ の度に深川市σ)ア パー トに寄っ

て 子らの様子を毘″ていた。被告補助参加人は,四 女の親権者であ り,四 女

が旭川市内の病院に通院する際,付添いをす る必要があつた。

他方 )被告補助参加人の担当医の助言 (四 女 と起居 を共にするのは避 1)

るべ き)や被告補助参加 人の弟夫婦が四女の世話 を tン ていたことを裏付け

る資料はない。

これ らの点を踏まえると,被告補助参加人は,本件期間中,家族 (子 ら)



第 3

1

とともに生ヤ古していた とい うことができ, 生活の本拠は深 )|1市 のアパ 一ヽト

l flか,/っ た二十
'

ウ 本件 申請書

本件 申請書は四女の就学に重大な影響があ り,親権者である被告補助参

加人が作成 tン ている。仮に被告補助参加人の弟が代理人 として作成 したと

し′て も,被告補助参加 人か ら詳細な情報の提供を受けている。被告補助参

加人は,そ の弟が住職 を務 める西英寺に勤務 していた。その際に,弟 と本

件 中請書の内容等について協議す る機会があつた。

被告補助参加人は,政党機関紙や 日本共産党砂川後援会ニュースにおい

て匹1女 と同居 している旨公言 してお り,本件 申請書の内容に合致 している。

工 肩書住所地への転居

被告補助参加人は,本件選挙後わずかの令和元年末頃,北海道砂川市内

3条 所在の 一戸建 て住宅 (肩 書住所地)に 転居 した。本件住所地は,生活

の本拠 を定めるまでの一時的な滞在場所にすぎず,せいぜい居所にとどま

り,長 期の滞在予定はなかつた。

当裁判所の判断

認定事実

前提事実,証拠 (括 引ヽ内に対応する証拠を掲げる。)及び弁論の全趣 旨によ

れば,次 の事実が認 められ る。

(1)前 住所地か らの転居

ア 前住所地での生活状況

被告補助参加人は,平成 30年 11月 頃まで,北海道深)1市多度志所在

の市営住宅 (前住所地)に おいて,四 女 (当 時中学 2年生)と 共に生活 tタ

ていた。住民票上,被告補助参加人及び四女のほか, ■女が同 一世帯を構

成 t_て いた。 二女は,同 年 14メ,,京都の大学院に入学 し,そ こで4L活 して

いた。 (甲 19資 料 2)乙 2)



イ 本件選挙に向けた動き

被告補助参加人は,平成 30年 11月 頃, 日本共産党砂川 市委員会 との

間で,被告補助参加人が 日本共産党に所属する者 として本件選挙における

候補者 となることについて協議を し,本件選挙の被選挙権 を取得するため
,

北海道砂川市に転入す ることに した (甲 1,乙 1, 3)。

ウ 転入届

被告補助参加人,は ,平成 30年 12月 3日 ,北海道砂川 市役所に対 し,

l「Wi月 1日 に北海道深川市所在の前住所地か ら北海道砂川市所在の本件住

所地に,二女及び四女 と共に転入 にンた旨の転入届を提出 した (前提事実 (4)

ア)。

_T 転送届

被告補助参加人は,上記 ウの頃,郵便局に対 し,北海道深川市所在の深

川 市のアパー トを新住所 として届け出た (前提事実 (4)イ )。

(2)深 川市のアパー トでの生活状況

ア 賃貸借契約

被告補助参加人は,平成 30年 11月 8日 ,契約期間 (入居開始可能 日)

を同月 23日 ～令和 2年 11月 22日 として,深川市のアパー トを賃借す

る旨の契約 を締結 した (甲 19資料 3)。 同契約に際 tノ ,駐車場の利用に

ついて契約を した (乙 2)。

イ 家電製品

被告補助参加 人は,平成
'31年

2月 に洗濯機 を,同年 3月 に冷蔵庫を各

購 入 にンてⅢそれぞれ深川市のアパー トに備 え付けた (乙 2)。

ウ 水道光熱費

深川市のアパー トにおける電気 ,水道,ガス,灯油の使用量等は,別紙

水道光熱費一覧表記載 1の とお りであつた。

工 子の生活状況



l lul女 は,本件期間中,深川市のアパー トで生活 し,前住所地から通って

いた中学校に引き続 き通学 した (甲 19資料 29)乙 4‐ )。

(3)本 件住所地での生活状況

ア 賃貸借契約

被告補助参加 人は,平成 30年 12月 6日 ,契約期間を同月 20日 ～令

和 2年 12月 19日 として,本件住所地 (木造 2階建て建物の 2階 )を 賃

借する旨の契約 を締結 した (甲 19資料 1)。

イ 家電製品

被告補助参加人は,本件住所地に,洗濯機 )冷蔵庫 ,炊 飯器 ,テ レビ等

の電化製品を備 え付けなかった (乙 2)。

ウ 水道光熱費

本件住所地における電気 ,水道,ガ ス,灯油の使用量等は,別紙水道光

熱費 一覧表記載 2の とお りであった。

(4)肩 書住所地への転居

被告補助参加人は,令和元年 12月 頃,北海道砂川市西 3条北 1丁 目所在

の肩書住所地に転居 した。

(5)X城外就学申請書 (本件 申請書 )

深川 市教育委員会は,平成 31年 3月 頃,本件 中請書の提出を受けた (前

提事実 (4)ウ )。

(6)″〔幸R

被告補助参加 人は,平成 31年 4月 14目 ,日 本共産党が管理 している「し

んぶん赤旗電子版Jや , 日本共産党砂川後援会が同 日頃に発行 した 「後援会

ニュース」において,「 4人 の娘を持つシングルマザー。上 3人の娘は独立

tン , 中学生の 4女 と暮 らしています。 」と自己紹介 した (甲 6, 24)っ

(′7)統 計データ等

ア ガス

10



財団法人 日本エネル ギー経済研究所石油情報セ ンターに よる平成 18

年度プロノくンガス消費実態調査において,北海道の 1世 帯当た り家庭用ブ

ロノミンガス月平均使用量は 4.0立 カメー トルであった (甲 28の 2)。

イ 灯油

財団法人 日本エ ネル ギー経済研究所石油情報セ ンターに よる平成 18

年度灯油消費実態調査において,同 年 4月 ～平成 19年 3月 の北海道の 1

世帯当た り家庭用灯油月平均使用量は 144,5リ ッ トルであ り,年間使

用量が 100リ ッ トル未満の世帯は存 tン なかった (甲 28の 1)。

ウ 気温

北海道滝川市は,北海道深川 市及び北海道 I沙川市に隣接 してお り,平成

t31年 ダ)気温は,次 の とお りであった (甲 29)。

、平均気温 (℃ )  最高気温 (℃ )  最低気温 (℃ )

1月   -613     3,7    -21.8

2月   -515      4・ 1    -20

3月   -0,4       8.6     -12

4月    5.4      23,1     - 6.6

検討

(l)「 住所」 (公職選挙法 10条 1項 5号 , 9条 2項)と は,生活の本拠 ,す

なわち,そ の者の生活に最 も関係の深い一般的生活,全生活の中′亡♪を指す。

一定の場所がある者の住所であるか否かは,客観的に生活の本拠たる実体を

具備 しているか否かにより決すべきである (最 高裁昭和 29年 10月 20日

大法廷判決・民集 8巻 10号 1907頁 ,最 高裁昭和 32年 9月 13日 第二

小法廷判決・裁判集民事 27号 801頁 ,最高裁昭和 35年 3月 22日 第二

小法廷判決 。民集 14巻 4号 55]頁 参熙)。

(2)前 記認定事実によれば,被告補助参加人による前住所地か らの転居に関す

る事情 と t/て ,次のよ うに整理することができる。



ア 転居の理由

被告補助参力口人が前住所地か ら転居 したのは,本件選挙における被選挙

1モ:を 取得することが 目的であった。そのため,前住所地か らの転入先を ,

北海道砂川市所在の本件住所地 とす る必要iが あった。

イ 転送届における転送先

被告補助参加人は,前住所地か ら)の 転居に際 して,郵便局に対 し,深川

市のアノミー トを新住所 として届け出た。

ウ 四女の生活場所

前住所地において被告補助参加人 と同居 していた四女は,本件期間中 ,

深川市のアパー トで生活 し,転居前 と同 じ中学校に引き続 き通学 していた。

工 本件 中請書の記載

本件 申請書は,被告補助参加人が作成名義人であ り,被告補助参加人は ,

勤務地が変更 したため住民登録地を北海道砂川市所在 の本件住所地 とす

【共ぅのの,生活の拠点は四女が居住する深川市のアパー トである旨記載 さ

″t′

‐
ていブこ(ぅ

オ 広報における自己紹介の内容

被告補助参カロ人は,平成 31年 4月 14日 頃 , 日本共産党やその後援会

が管理・発行す る広報において,四 女 と共に生活 している旨の 自己紹介な

t/た 。

力 家電製品の4備 付状況

被告補助参加人は,本件期間中,深川市のアパー トには洗濯機 ・冷蔵庫

を備 え付けたが,本件住所地には備 え付けなかった。

キ 電気の使用状況

本件期間中,本件住所地において,別紙水道光熱費一覧表記載 2の とお

り,電気iが 使用 されてお り,そ の量は,深川 市のアパー トにおける使用量

(別紙水道光熱費一覧表記載 1)と 比較すると,平成 31年 2月 は 24パ

９

０



―セン ト程度 ,同年 3月 は 46パーセン ト程度 ,同年 4月 は 79パ ーセ ン

ト程度であった。

ク  カく文芭ブ,竹通月]十六ヤ兄

本件期間中,本件住所地において,別紙水道光熱費一覧表記載 2の とお

り,水道が使用 さねノ,又 は支払額が発生 した。平成 3]年 3月 5日 までの

問,供給契約が締結 されていた と認められノるものの,実際に使用 した 日が

あるのか ,あ る)と にンてその使用量が どの程度であったのかは不明である

(た だ にン,使用 したとしても, 1か 月当た りの使用量は 1立方メー トル未

満である。 )。 同月 6日 以降は,水道の使用が確認できない 日が 47日 間

の うち 15日 あ り,確認できる 32日 間の うちで も, 1日 当た りの使用量

が 11リ ッ トル以下の 目が 10日 あつた (し たがって, 1日 当た りの使用

量が 11リ ッ トル以下の 日が 47日 間の うち半数 を超 えることになる。)。

他方,深)市 のアパー トにおける水道使用量 (別紙水道光熱費一覧表記

載 1)は ,平成 31年 1月 ～同年 3月 につき,1か 月当た り5000リ

トル～ 7000リ ッ トル (1日 当た り約 160リ ッ トル～約 230リ ッ

ル)で あった。

ケ ガスの使用状況

本件期間中,本件住所地において,別紙水道光熱費一覧表記載 2の とお

り,ガ スが使用 さね,,又 は支払額が発生 してお り,そ の量は,深川市のア

ノく― 卜における使用量 (別 紙水道光熟費一覧表記載 1)と 比較す ると,平

成 31年 1月 は零パーセン ト (深川市のアパー ト2,1立 方メー トルに対

して本件住所地零立方メー トル),同 年 3月 は 10パーセン ト程度 (深 )

市のアパー ト5.6立方メー トルに対tて 本件住所地 0.4立 方メー トル )

す
G汐 )ヤDナ1。

なお,平成 18年度にされたプロパンガスの消費実態調査において,北

海道の 1世帯当た り家庭用プロパンガス月平均使用量は 4.0立 方メー ト

ツ
　

　

ト
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ル ご汐)ィっブュc

コ 灯油の使用状況

本件期間中,本件住所地において,別紙水道光熱費一覧表記載 2の とお

り,灯油が使用 されてお り,そ の量は,深川市のアパー トにおける使用量

(別 紙水道光熱費一覧表記載 1)と 比較す ると,平成 31年 1月 は 2パー

セン ト程度 (深|)|1市 のアパー ト32.1リ ッ トルに対 して本件住所地 0.

7リ ッ トル),同 年 3月 も 2パ ーセン ト程度 (深川市のアパー ト29,o
リッ トルに対 して本件住所地 0.7リ ッ トル)で あった。

なお,平成 18年度にされた灯油の消費実態調査において,北海道の 1

世帯当た り家庭用灯油月平均使用量は 144.5リ ッ トルであ り,年間使

用]量 が looジ ッ トル未満の世帯は存 しなかった。ちなみに,深川市のア

ノミヽ一ヽ 卜における上記使用量の平均 を基に年間使用量を推計す ると366.
6リ ッ トル (王 (32.19+29,o2)+2月 × 12月 )),本 件住

所地における上記使用量の平均を基に年間使用量を推計すると8,4リ ッ

トル (=こ (o,79+0,72)■ 2月 × 12月 )と なる。

上記アヘサェ・ の諸事情を考慮すると,被告補助参加人は,本件住所地を一定

程度利用 し′ていたといえる。 しか し, t)と もと本件住所地は,本件選挙にお

ける被選挙権 を取得するため,転入先 とに/て 定める必要性に基づき賃借 した

場所であった。そ t/て ,中学生の四女は,前住所地で被告補助参加人 と同居

してお り,本件期間中,深川市のアパー トで生活 していた。被告補助参加人

1),そ こでの生活を中心に していたため,電気・水道・ガス・灯油の使用量

は深川市のアパー トにおけるものが本件住所地におけるそれを大きく上回っ

ていた し,本件 申請書や広報における自己紹介において,四女 と共に深川市

ブ)ア ハー トにおいて生活 している旨を記載 した と認められ″る。

t′ たがって,本件期間中,客観的に,被告補助参加人の生活の本拠たる笑

体を具備 してぃたのが本件住所地であったとは認められない。かぇって,深

14



川市のアパー トであった と認められ る。

(3)被 告は前記第 2の 3(被告)の とお り主張 し,被告補助参加 人は被告の主

張を援用す る。 しか し″,次 の諸事情に採 らす と,被告の上記主張は,前記 (2)

の判断を左右 tン ない。

ア 被告補助参加人の活動状況 (前記第 2の 3(被告)(2))

被告は,被告補助参加人は平成 30年 12月 以降,そ れ以前か ら勤務 L/

ていた北海道深川市所在の施設での勤務 日数が減少 し,そ の分,北海道砂

川市内における活動量が増加 した と主張す る。

この主張事実を前提 としても,北海道深川 市と北海道砂川市は,北海道

滝川市を挟六ノだ近隣に所在 し, 自動車による移動が容易な距離関係にある。

被告補助参加人は,深川市のアパー トに関 して駐車場利用の契約を し,砂

川市選挙管理委員会に対 しガソリン使用に係 る領収書を提出 してお り (甲

16,甲 19資料 12～ 17), 自動車を利用 していると推認でき,深川

市のアパー トか ら北海道砂川市に 自動車で移動 して活動す ることができ

る。活動量ヴ)一 部について,活動地域が北海道深川市か ら北海道秒川市に

移つたか を)と いって,生活の本拠が北海道砂川市に移 つた とはいえない。

イ 電気・水道・ガス・灯油の使用状況 (前記第 2の 3(被告)(3)ア )

被告が主張す る事実は,本件住所地における電気・水道 ,ガ ス・灯油の

使用量が少ないことと整合する事実 といえるが,いずれ も反対尋間を経て

いない被告補助参加人の供述に基づ く。被告が主張す る事実を裏付ける資

料は提 出 されてお らず,被告が主張する事実 ((ア )の うち被告補助参加 人

が節約 した生活 を送っていた事実及び (ウ )の うち家電製品を備 え付けてい

ない事実を除 く。)を認めるに足 りる証拠があるとはいえない。

被告が主張する事実が認められ るとしても,本件住所地におけることれ ら

の使用量が,深川市のアパー トにおけるこれ らの使用量 と比較 して相 当少

ないことは,本件住所地が生活の中心ではないことを推測 させる有力な事

15



情の一つでぁる。深川市のアパー トにおける灯油の年間使用量推許1値 36
6.6リ ッ トルが,前記 1(7)イ の調査結果の,北海道の家庭用灯油使用

量区分別世帯害1合 において,使用量の少ない方か ら数 えて 3.9パ ーセ ン

トの割合に属す る少なさであることか ら (甲 28の 1),深 川市のアパー

トにおいて節約 した生活が送 られていたと認められ ,被告補助参加人が節

約 した生活を送るように していたことが認められ るが,本件住所地におけ

る灯油の年間使用量推計値 8,4リ ッ トルに比べて深川市のアパー トにお

ける灯油の使用量が相当多いことに変わ りはな く,こ のことが,本件住所

地が被告補助参加人の生活の中心ではないことを推測 させ ることは否定

できない。

また,本件住所地を不在 にす ることが多かった ((イ )),本 件住所地に

家電製品を備 え付けていなかった ((ウ )),本 件住所地では入浴や排泄:を

tン ないよ ぅに していた ((工)),本 件住所地で調理 をす ることはなかった

((オ)), とぃった被告の主張事実は,む しろ,本件住所地が生活の本拠

ではない との評価に靭|1染 む。

ウ 深川市のアパー トを生活の本拠 としてぃないこと (前記第 2の 3(被告 )

(3)イ )

二女が深川市のアパー トで生活 していたこと,北海道赤平市に居住す る

被告補助参加人の弟夫婦が四女の世話 を していたことを認 めるに足 りる

証拠はない。

工 本件 申請書 (前記第 2の 3(被告)(3)ウ )

本件 申請書は被告補助参加人が作成名義人である。被告補助参加人の弟

が実際の作成・提出を担当 tン た とし/て も,被告補助参加人にその内容の是

非を全 く確認 しないまま作成・提出 した とは考え難い。被告補助参加人は
,

弟が住職 を務 める西英寺において 1か月 に 3回 ～ 4回勤務 してぃたか ら

(乙 1, 2),弟 が被告補助参加人 と対面 してや りとりをする機会はあっ

16



たと考えら)れ る。そのほか,電話やメール等で連絡 を取 り合 うこと1)考 え

'う

れ る.被告補助参加 人が本件 中請書の作成に全 く関与してぃない旨の被
告の主張ヤよ採用できない。

鮮;4  旅吉「論

以上によれば,原告の請求は理由があるか ら認容すべきでぁる。
よつて, 主文の とお り判決する。

札幌高等裁判所第 3民事部

裁判長裁判官     冨 田   一   彦

裁判官     高 木   健   司

裁判官     宮   崎   純 一 郎
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